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寒川町教育委員会公印規程の一部を改正する訓令 

  

寒川町教育委員会公印規程(昭和 52 年寒川町教育委員会訓令第 1 号)の一部を次の

ように改正する。 

別表中教育委員会委員長印の項及び教育委員会委員長職務代理者印の項を削る。 

附 則 

この訓令は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平

成 26 年法律第 76 号)附則第 2 条の規定により在職する教育長(以下「旧教育長」と

いう。)の委員としての任期が満了する日(当該満了する日前に旧教育長が欠けた場

合にあっては、当該欠けた日。)に施行する。 


